
グルメ満喫・特別拝観・世界遺産巡り

福岡・山口３日間旅行
太宰府天満宮本

殿は

124年ぶりの大改
修

2泊3日旅行

行
程
（
予
定
）

1
日
目

2
日
目

3
日
目

◯角島大橋・角島 ▶ ◯元乃隅神社 ▶ ホテル 17：00着

ホテル　　　　 ▶ ◯太宰府天満宮 ▶ めかりパーキングエリア ▶ 元祖瓦そば たかせ 川棚南本館 ▶08：00発
（ご昼食）（休憩）

ホテル　　　　 ▶ ◯松下村塾・松陰神社 ▶ ◯萩反射炉 ▶ ◯恵美須ヶ鼻造船所跡 ▶ ◯萩城城下町散策 ▶  08：45発

萩焼会館 ▶ ◯香山公園瑠璃光寺 ▶ 山口宇部空港 ▷ 羽田空港 19：20着
（ご昼食・お買い物）

※1班～3班：河太郎中洲本店  4班～6班：大漁奉市  
　7班～10班は9月以降確定致します。

（ご夕食）
羽田空港　　　　 ▷ 福岡空港 ▶    ※福岡市内（ご昼食）   ▶ ◎宗像大社特別拝観ツアー ▶ ホテル … 旬彩 万葉08：30発

角島大橋 元乃隅神社

萩反射炉 大谷山荘

ご
旅
行
日
程

12月3日（火）～5日（木）
2024年

7班

12月5日（木）～7日（土）
2024年

8班
12月10日（火）～12日（木）
2024年

9班

12月12日（木）～14日（土）
2024年

1 0班
11月19日（火）～21日（木）
2024年

3班

11月20日（水）～22日（金）
2024年

4班
11月21日（木）～23日（土）
2024年

5班

11月26日（火）～28日（木）
2024年

6班

受付
期間

2024年8月14日（水）～
9月30日（月）まで 2024年8月14日（水）～10月４日（金）まで 2024年8月14日（水）～10月25日（金）まで

10月29日（火）～31日（木）
2024年

1班

11月5日（火）～7日（木）
2024年

2班

※受付期間を過ぎても状況によりご予約可能な日時もございます。お問い合わせください。

＊最小催行人員30名様ご旅行代金

155,000円（税込）お1人様

2名様ご参加として

● 1名様ご参加の場合 ＠182,000円

● 2名様ご参加の場合 ＠155,000円

● 3名様ご参加の場合 ＠149,000円

● 4名様ご参加の場合 ＠149,000円

※2泊とも1名様1室利用となります。

※2泊とも2名様1室利用となります。

※2泊とも3名様1室利用となります。

※1泊目は2名様1室、2泊目は4名様1室利用となります。

客室条件

食事条件

募集人員

添乗員

初  日：洋室
2日目：和室又は和洋室又は洋室

朝食2回・昼食3回・夕食2回

各班40名×10班

全行程同行します。

瓦そば ※イメージ松下村塾 ※イメージ ※イメージ ※イメージ

※イメージ ※イメージ

「太宰府天満宮」「宗像大社」「元乃隅神社」の
パワースポット巡り

世界遺産「萩」のガイドツアー
世界遺産「宗像大社」の特別拝観

※但し運賃などの変更及び参加人員により旅行代を変更する
　ことがあります。

※利用交通機関、発着時間は変更となることがあります。 ※バス走行中はシートベルトを着用くださいますようお願いいたします。
※観光箇所都合により特別拝観・ガイドツアーなどが中止・変更となることもございます。あらかじめご了承ください。

※5班は羽田空港到着が第1ターミナル20時35分着となります。（JAL296便）

※5班はホテル発が9時45分となります。

〈記入例〉 飛行機▷  バス▶  徒歩…  ◎入場観光  ○下車観光

瑠璃光寺は
70年ぶりの五重塔の
屋根葺替え工事

⇒ 羽田空港第1ターミナル 午前7時00分（ JAL 
307便）⇒ 羽田空港第2ターミナル 午前7時30分（ ANA 

243便） ／〈ご集合〉 2班 3班 9班1班 4班 5班 6班 7班 8班 10班



宿泊
ホテル

呼子名物「いかの活造り」

名物のいか活造りを鮮度一番で

※天候や仕入れの関係でご提供
　できない場合がございますので
　あらかじめご了承ください。
※当日の仕入れ状況によりイカの大きさ、重さが
　異なります。イカは重さで提供しますので、必ずしも
お一人様一杯とは限りません。ご了承ください。

世界遺産「恵美須ヶ鼻造船所跡」

洋式軍艦の建造に先駆的な役割をはたした造船所

※イメージ

世界遺産「宗像大社」

神職による特別拝観・非公開の儀式殿を特別公開

※イメージ※イメージ※イメージ

岩露天風呂「せせらぎの湯」

清流音信川のせせらぎに耳を傾け
情緒あるひとときをお楽しみいただけます。

※イメージ

大谷山荘2泊目 清流音信川の畔に面した、長門湯本の豊かな自然と調和する近代的和風旅館です。
宴会時は「石見神楽」をご鑑賞いただけます。

ホテルオークラ福岡1泊目
最高級のベッドをはじめ、博多の伝統と西洋の香りを融合させたインテリアなど、やす
らぎと幸福感、そして落ち着きのある空間の中で上質な時間を過ごせます。また九州最
大の繁華街「中洲」や博多名物の屋台も徒歩圏内。是非、福岡の夜をお楽しみください。

ロビー

※イメージ

ロビーラウンジ「山草花」

夕暮れ時、庭園を流れる滝のライトアップは
旅情を誘います。

※イメージ

石見神楽のご鑑賞

宴会時は「石見神楽」をご鑑賞いただけます。
※イメージ

旅の見どころ

※詳しくは上記電話番号へお問い合わせください。
※詳しい旅行条件を説明した書面を（株）JTBがご用意しますので事前にご確認のうえ、お申込みください。
※写真は全てイメージとなります。　※旅行日程、旅行サービスの内容を変更する場合がございます。

旅行企画・実施
〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目3番11号 JTBビル

株式会社JTB

申込受付方法 出発希望日・お名前・ご参加数・ご住所・ご連絡先を電話でお申込後、参加申込書をお送り致します。ご記入の上、返信ください。
参加費のお振込みにつきましては後日あらためて、ご案内致します。

参加定員 各班40名 ●最小催行人数30名　●受付は先着順とし、定員になり次第締切となります。10班制

下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：1500万円　・入院見舞金：2～20万円　・通院見舞金：1～5万円
・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）

●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
　当社提携クレジット会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以
下「通信契約」といいます。）を条件にお申込みを受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取
扱ができない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
⑴契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知
がお客様の到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
⑵「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
（但し、成立日が旅行開始前日から14日目にあたる日より前の場合は「14日目（休業日にあたる場合は翌営業日）」とします。）また取消料
のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行
代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）
⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額
の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日まで現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありま
せん。

●国内旅行保険への加入について
旅行先において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や
賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額
の海外旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、販売店の係員にお問合せください。
●事故などのお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通知
ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させてい
ただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領の
ために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。また横浜信用金庫様にも、申込書などに記載された個人情報につきましてご提
供させていただきます。

⑵当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。こ
の場合、お客様の氏名及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。
なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2024年8月14日を基準としています。又、旅行代金は2024年8月14日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

●募集型企画旅行契約

●旅行のお申し込み及び契約成立時期
⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせて
いただきます。
⑵電話、郵便、ﾌｧｸｼﾐﾘその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提
出と申込金の支払をしていただきます。
⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
⑷お申込金（おひとり）5,000円から旅行代金まで

●旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支
払ください。また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支
払いただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

●取消料

●旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税これらの費用は、お客様

）。んせまみ含は用費的人個び及用費諸の等費通交いなれま含にスーコ（。んせましたいし戻い払てしと則原もてくなれさ用利部一りよに合都の

●特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、
お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以

取消料（お1人様）

無　料

旅行代金の 20％

旅行代金の 30％

旅行代金の 40％

旅行代金の 50％

旅行代金の100％

契約解除の日

１）21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11日目）

）く除を6～3（）目日01はてっあに行旅り帰日（除解の降以日るたあに目日02）2

3）7日目にあたる日以降の解除（4～6を除く）

4）旅行開始日の前日の解除

5）旅行開始日当日の解除（6を除く）

6）旅行開始後の解除または無連絡不参加

旅行開始日の前
日から起算してさ
かのぼって

この旅行は株式会社JTB（東京都品川区東品川二丁目3番11号 JTBビル　観光庁長官登録旅行業第64号　日本旅行業協会正
会員。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」
という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日
程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

ご旅行条件（要約） お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

045-316-4622お申し込み・
お問い合わせ

JTB
予約受付番号

〈営業時間〉月～金  9：30～17：30（土日祝休み）
〈受付時間〉月～金 10：00～17：00（土日祝休み）

〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町3-29-1 第6安田ビル6F　担当：富永 省吾　総合旅行業務取扱管理者：今井 良和

観光庁長官登録旅行業第64号　一般社団法人 日本旅行業協会正会員

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。
株式会社JTB
横浜支店

●当社による旅行契約の解除及び催行中止
⑴お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料に相当
する額の違約料をお支払いいただきます。
⑵次の各項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の存在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
②お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
③お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
④お客様の人数が契約書面に記載した最小催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日からさかのぼって13日目にあたる日よ

り前に旅行中止の通知をいたします。
⑤天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約
書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。

※食事の際の飲み物代は含まれておりません。


